
政
令
第
八
十
号

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
六
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三

法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令

第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
又
は

媒
介
等
業
務
受
託
者
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

法
第
七
十
三
条
の
四
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
命
令

附

則

こ
の
政
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
月
一



日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
行
政
機
関
の
長
と
の
協
議
の
対
象
と
な
る
総
務
省
令
及

び
総
務
大
臣
の
命
令
を
定
め
る
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


